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東京都及び（公財）東京都中小企業振興公社は、都内中小企業のゼロエミッション関連産業への参入やゼロ

エミッションに係る技術・製品開発、販路拡大等を促進することを目的として、ゼロエミッション推進に向け

た事業転換支援事業を実施しています。 

このたび、ゼロエミッションに資する製品開発、改良、規格等適合化に取り組む都内中小企業等を対象に、

その開発・改良等に要する経費の一部を助成します。 

 

 

助成対象者 
（単独申請）都内で実質的に事業を行っている中小企業者 

（共同申請）都内の中小企業グループ又は中小企業団体等 

申請要件 

東京都が策定した「ゼロエミッション東京戦略」に掲げられている以下の各分野いず

れかに該当する製品・技術であること 

① エネルギーセクター  ② 都市インフラセクター（建築物・運輸） 

③ 資源・産業セクター  ④ 気候変動適応セクター 

※「ゼロエミッション東京戦略」：  ゼロエミ東京戦略 🔎で検索ください。  

助成対象経費 

原材料及び副資材費、機械装置及び工具器具費、委託・外注費、 

直接人件費（※）、不動産賃借料 

※ソフトウェアの開発改良に係る工程及びソフトウェア以外の開発における設計工程に直接従事する時間のみ 

助成率 助成対象と認められる経費の２／３以内 

助成限度額 （単独申請）１,５００万円  （共同申請）３,０００万円 

助成対象期間 交付決定日から最長１年６か月 

 ※その他の申請要件など詳細は募集要項を必ずご確認ください。 

 

 

申請エントリー 令和５年５月２２日(月)～７月３１日(月) 

申請書提出期間 
令和５年６月１２日(月)～８月１５日(火)１７時まで 

 ※申請書提出には必ず事前に申請エントリーが必要です。 

申請方法 
電子申請のみ（Ｊグランツ経由） 

 ※Ｊグランツとは？：https://www.jgrants-portal.go.jp/（  Ｊグランツ 🔎で検索ください。 ） 

募集要項／ 

申請書様式等 

公社ホームページからダウンロードしてください。 

https://www.tokyo-

kosha.or.jp/support/josei/jigyo/zeroemi_kaihatsu.html 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

★事業全般に関すること 

 産業労働局 商工部 創業支援課 

   渡邊・松本 03-5320-4735 内線：36-520 

★助成金・事業詳細に関すること 

（公財）東京都中小企業振興公社 総合支援部 多摩支社 

   須崎・浅井 042-500-3901（直通） 

１．事業概要 

２．申請方法

開催概要 

ゼロエミッションに資する製品開発、改良等を支援します 
令和５年度 ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業（製品開発助成） 

申請エントリー開始！ 


